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１. はじめに 

Art 83 EPCによれば、「EP特許出願は、当業者が実施することができる程度に明瞭かつ十分に発明を開示しなけれ

ばならない」旨、規定されています。Art 83 EPCを充足しない旨の拒絶理由に対して、基本的には、出願後にケアす

ることはできません。したがって、出願明細書を作成する際に、明瞭かつ十分に発明を開示することに留意する必要

があります。 

 

但し、発明の技術分野における経験に関係なく、当業者が過度な負担を強いられることなく発明を再現するために

必要な詳細を出願明細書中に記載することが出願人に求められています。なお、周知の一般常識を用いて明細書の記

載を省略することは可能な場合もありますが、原則、明瞭かつ十分に発明を出願明細書中に開示することを心掛けて

ください。 
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EP特許出願の記載不備に関する実務上の留意事項 


